
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも躯体側又は地盤側に対して 回動自在に支
持された支軸に遊嵌 、躯体側の特定点と地盤側の特定点とを結ぶ軸線

移動可能に設けられた盤状部を有する中間支持体と、該中
間支持体と躯体側との間に配設された上部支持体と、前記中間支持体と地盤側との間に配
設された下部支持体とを備え、それらの上部支持体及び下部支持体の少なくとも一方を前
記中間支持体の盤状部に形成した支持面に相対移動可能に接触させたことを特徴とする免
震装置。
【請求項２】
　少なくとも躯体側又は地盤側に対して 回動自在に支
持された支軸に遊嵌 、躯体側の特定点と地盤側の特定点とを結ぶ軸線

移動可能に設けられた筒状部を有する中間支持体と、該中
間支持体と躯体側との間に配設された上部支持体と、前記中間支持体と地盤側との間に配
設された下部支持体とを備え、それらの上部支持体及び下部支持体の少なくとも一方に形
成した支持面に前記中間支持体の筒状部を相対移動可能に接触させたことを特徴とする免
震装置。
【請求項３】
　前記中間支持体は、躯体側に回動自在に支持された上部支軸及び地盤側に回動自在に支
持された下部支軸に対して、それらの軸線に沿って 移動し得るように遊嵌した請求項
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１又は２に記載の免震装置。
【請求項４】
　前記中間支持体に地盤側に回動自在に支持された支軸を貫通させ、前記中間支持体を支
軸の軸線に沿って 移動可能に遊嵌するとともに、前記支軸の他側を躯体側に配設した
自在支持部を貫通させて回動自在に支持した請求項１又は２に記載の免震装置。
【請求項５】
　前記中間支持体と該中間支持体に対して軸線方向に 移動可能に遊嵌される支軸との
間の相対回転運動を阻止するように構成した請求項３又は４に記載の免震装置。
【請求項６】
　前記上部支持体を前記中間支持体の盤状部の上部支持面に対して相対移動可能に接触さ
せ、前記下部支持体を前記中間支持体の盤状部の下部支持面に対して相対移動可能に接触
させた請求項１に記載の免震装置。
【請求項７】
　前記上部支持体が相対移動可能に接触する前記中間支持体の盤状部の上部支持面及び／
又は前記下部支持体が相対移動可能に接触する前記中間支持体の盤状部の下部支持面を、
その盤状部の中央部から放射方向に凹状の曲面とした請求項１に記載の免震装置。
【請求項８】
　前記躯体側の特定点と地盤側の特定点との間の水平方向の相対移動距離に関係なく、前
記上部支持体と前記中間支持体側との接触部と、前記下部支持体と前記中間支持体側との
接触部との間の上下方向の間隔が常に一定になるように設定した請求項１又は２に記載の
免震装置。
【請求項９】
　前記躯体側の特定点と地盤側の特定点との間の水平方向の相対移動距離が大きくなるに
つれて、前記上部支持体と前記中間支持体側との接触部と、前記下部支持体と前記中間支
持体側との接触部との間の上下方向の間隔が大きくなるように設定した請求項１又は２に
記載の免震装置。
【請求項１０】
　前記躯体側の特定点と地盤側の特定点との間に水平方向のズレのない状態において、前
記上部支持体及び／又は下部支持体と前記中間支持体が円周上で接触するように構成した
請求項１又は２に記載の免震装置。
【請求項１１】
　前記中間支持体の前記上部支持体及び／又は下部支持体との接触部に、それらの間の相
対移動の範囲を規制する動作規制部を設けた請求項１又は２に記載の免震装置。
【請求項１２】
　前記躯体側に回動自在に支持された上部支軸と地盤側に回動自在に支持された下部支軸
との間に、それらの上部支軸と下部支軸との間の相対移動を抑制する手段を付加した請求
項３に記載の免震装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建物の躯体側と基礎コンクリート等の地盤側と間を絶縁して、地震等の外力か
ら建物を保護する免震装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
建物の免震装置に関しては、従来から種々の形式のものが知られている。例えば、積層ゴ
ムを使用する形式のもの、転がり支承を使用する形式のもの、滑り支承を使用する形式の
ものなど、種々の形式のものが知られている（特許庁編特許マップシリーズ「耐震・免震
・制震構造、装置」平成１２年７月２５日社団法人発明協会発行）。ところで、免震装置
には対応できる水平方向の変位の範囲、すなわち当該免震装置として許容される動作範囲
が存在し、この動作範囲を大きくとるには装置の規模を大きくする必要があり、設置コス

10

20

30

40

50

(2) JP 3961908 B2 2007.8.22

相対

相対



トが割高になったり設置スペースが大きくとられるといった問題がある。前記従来技術に
おける種々の形式の免震装置においても、この点に関する的確な解決は得られていない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、以上のような従来技術の状況に鑑みて開発したものであり、装置の大きさの割
に動作範囲を大きくとることができ、大きな振幅に対する絶縁機能を有するとともに、そ
の絶縁機能に加えて、元の設置状態に戻る機能（復帰機能）や地震作用が所定値を超えた
場合に動作を開始する機能（トリガ機能）を付加したり、動作範囲を規制したりするなど
の設定の自由度も大きい免震装置を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するため、請求項１の発明では、少なくとも躯体側又は地盤側に対して

回動自在に支持された支軸に遊嵌 、躯
体側の特定点と地盤側の特定点とを結ぶ軸線 移動可能
に設けられた盤状部を有する中間支持体と、該中間支持体と躯体側との間に配設された上
部支持体と、前記中間支持体と地盤側との間に配設された下部支持体とを備え、それらの
上部支持体及び下部支持体の少なくとも一方を前記中間支持体の盤状部に形成した支持面
に相対移動可能に接触させるという技術手段を採用した。本発明によれば、免震装置とし
ての大きさの割に躯体側と地盤側との大きな相対的変位に対応できる点で特徴を有する。
すなわち、装置の規模の割に大きな相対的変位に対して絶縁機能を発揮することが可能で
ある。
【０００５】
　請求項２の発明では、少なくとも躯体側又は地盤側に対して

回動自在に支持された支軸に遊嵌 、躯体側の特定点と地盤側の特
定点とを結ぶ軸線 移動可能に設けられた筒状部を有す
る中間支持体と、該中間支持体と躯体側との間に配設された上部支持体と、前記中間支持
体と地盤側との間に配設された下部支持体とを備え、それらの上部支持体及び下部支持体
の少なくとも一方に形成した支持面に前記中間支持体の筒状部を相対移動可能に接触させ
るという技術手段を採用した。本発明は、相対移動可能に支持する支持面を、請求項１の
発明では中間支持体側に形成したのに対して、上部支持体ないし下部支持体側に形成した
点で特徴を有するものであり、請求項１の発明と基本的に同様の機能を奏する。
【０００６】
　請求項３の発明では、前記中間支持体を、躯体側に回動自在に支持された上部支軸及び
地盤側に回動自在に支持された下部支軸に対して、それらの軸線に沿って 移動し得る
ように遊嵌するようにした。また、請求項４の発明では、前記中間支持体に地盤側に回動
自在に支持された支軸を貫通させ、中間支持体を支軸の軸線に沿って 移動可能に遊嵌
するとともに、前記支軸の他側を躯体側に配設した自在支持部を貫通させて回動自在に支
持するようにした。すなわち、請求項３の発明では、上部支軸と下部支軸の上下に分れた
支軸を用いて中間支持体を 移動可能に遊嵌したのに対して、請求項４の発明では、１
本の長尺の支軸を用いた点で相違している。なお、前記中間支持体と前記支軸との間は、
例えばキー結合やスプライン結合あるいは断面矩形状の支軸及び遊嵌孔の採用等により、
支軸の軸線方向にのみ 移動可能に遊嵌し、相対回転運動は阻止するように構成しても
よい（請求項５）。
【０００７】
請求項６の発明では、請求項１の発明に関して、前記上部支持体を前記中間支持体の盤状
部の上部支持面に対して相対移動可能に接触させるとともに、前記下部支持体を前記中間
支持体の盤状部の下部支持面に対して相対移動可能に接触させるという技術手段を採用し
た。また、請求項７の発明では、前記上部支持体が相対移動可能に接触する前記中間支持
体の盤状部の上部支持面及び／又は前記下部支持体が相対移動可能に接触する前記中間支
持体の盤状部の下部支持面の縦断面形状として、その盤状部の中央部から放射方向に凹状
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の曲面を採用した。
【０００８】
請求項８の発明では、前記躯体側の特定点と地盤側の特定点との間の水平方向の相対移動
距離に関係なく、前記上部支持体と前記中間支持体側との接触部と、前記下部支持体と前
記中間支持体側との接触部との間の上下方向の間隔が常に一定になるように設定した。本
発明は、復帰手段が別途設置される場合に好適な復帰機能を有しない形式の免震装置に関
する。請求項９の発明では、前記躯体側の特定点と地盤側の特定点との間の水平方向の相
対移動距離が大きくなるにつれて、前記上部支持体と前記中間支持体側との接触部と、前
記下部支持体と前記中間支持体側との接触部との間の上下方向の間隔が大きくなるように
設定した。本発明によれば、水平方向の相対移動距離に応じて躯体側が上昇して位置のエ
ネルギが増加することから、位置のエネルギが減少する相対的変位の小さい方向へ復帰す
る復帰機能の付加が可能である。
【０００９】
請求項１０の発明では、前記躯体側の特定点と地盤側の特定点との間に水平方向のズレの
ない状態において、前記上部支持体及び／又は下部支持体と前記中間支持体が円周上で接
触するように構成した。本発明によれば、前記躯体側の特定点と地盤側の特定点との間に
水平方向のズレのない状態において、前記上部支持体及び／又は下部支持体と前記中間支
持体が円周上で線接触して安定した状態にあることから、前記躯体側の特定点と地盤側の
特定点との間の水平方向の相対移動の開始を地震が所定規模以上の場合に抑制するトリガ
機能の付加が可能である。すなわち、ここでは少なくとも円周上の線接触による摩擦作用
に基づく安定性を活用して、小規模の地震に対しては、水平動作を開始しないように構成
した。請求項１１の発明では、前記中間支持体の前記上部支持体及び／又は下部支持体と
の接触部に、それらの間の相対移動の範囲を規制する動作規制部を設けるという技術手段
を採用し、請求項１２の発明では、前記躯体側に回動自在に支持された上部支軸と地盤側
に回動自在に支持された下部支軸との間に、それらの上部支軸と下部支軸との間の相対移
動を抑制する手段を付加するという技術手段を採用した。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明に係る免震装置は、各種の建物の免震装置として広く適用することが可能である。
前記中間支持体、上部支持体あるいは下部支持体の具体的構成や、それらの間の具体的な
関連構成に関しては種々の形態が可能である。基本的な形態としては、中間支持体と上部
支持体ないし下部支持体との間の相対移動を可能にする支持面を請求項１の発明のように
中間支持体側に設ける形態と、請求項２の発明のように上部支持体ないし下部支持体側に
設ける形態とがある。本発明の基本的な機能を得るには、前記上部支持体及び下部支持体
の少なくとも一方を中間支持体と相対移動可能に接触させればよい。後述の各実施例のよ
うに、上部支持体及び下部支持体の双方を中間支持体に対して相対移動可能に接触させる
形態を採用してもよいし、あるいは第１０実施例のように下部支持体のみを中間支持体に
対して相対移動可能に接触させるか、逆に上部支持体のみを中間支持体に対して相対移動
可能に接触させる形態を採用することも可能である。その選択に応じて、中間支持体や上
部支持体あるいは下部支持体の具体的構成も変化することになる。因みに、本発明に係る
複数台の免震装置を上下方向に重ねて設置する形態も可能である。
【００１１】
前記中間支持体の盤状部に支持面を形成する形態に関しては、後述の各実施例で例示した
ように盤状部の中央部から放射状に凹状の曲面に形成したものが好例であるが、必ずしも
これに限定されるわけではない。平面からなるものでもよいし、凸状の曲面からなるもの
でもよい。また、上部支持体あるいは下部支持体と接触する可能性のある盤状部全体の放
射方向の形状が曲面だけで形成される必要性はなく、途中に直線的な部分が混在してもよ
い。支持面の具体的形状に関しては、その支持面を中間支持体側に設置するか、あるいは
上下の支持体側に設置するかに関わらず、上部支持体側との接触部と下部支持体側との接
触部との間の上下方向の間隔が常に一定になる復帰機能を有しない形態に設定することも
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可能であるし、躯体側と地盤側との間の水平方向の相対移動距離に応じて前記間隔が増加
する復帰機能を有する形態に設定することも可能である。また、その間隔の増加率の設定
により復帰特性を調整することも可能である。さらに、後述の実施例のように、トリガ機
能や動作範囲の規制に適した形状を取込むことも可能である。以上のように、中間支持体
の盤状部あるいは上部支持体ないし下部支持体に形成する支持面の形状により、種々の特
性を有する形態を容易に設定し得るところにも本発明の特徴が存在する。
【００１２】
　前記中間支持体は、その中心部に形成した中央孔を、躯体側に

回動自在に支持された上部支軸及び地盤側に
回動自在に支持された下部支軸に遊嵌することにより、それらの支軸の軸

線に沿って 移動可能に組付けることが可能である。その場合に、それらの上部支軸と
下部支軸の先端部間をゴム等の弾性材等からなる伸縮材にて連結し、適度の初期張力を付
加してトリガ機能を付加したり、復帰特性や減衰特性を向上することも可能である。なお
、中間支持体の中央孔と各支軸との遊嵌状態における両者間の摩擦作用を減衰機能に活用
することも可能である。また、前記上部支軸と下部支軸の先端部間に油圧ダンパや空圧ダ
ンパ等の流体圧ダンパ手段を組込み、その減衰特性を調整することにより、免震装置とし
てのトリガ機能や減衰機能を付加することも可能である。さらに、前記上部支軸と下部支
軸の先端部間をワイヤ等で連結することにより、免震装置としての動作範囲を規制するこ
とも可能である。以上のように、上部支軸と下部支軸の先端部間に設置する連結手段によ
り種々の機能を付加し得るところにも本発明の特徴が存在する。なお、場合に応じて、上
述の各形態を選定して組合わせ構成することが可能なことはいうまでもない。因みに、後
述の第９実施例及び第１２実施例のように、中間支持体を移動可能に貫通支持する支軸と
して１本からなる長尺の支軸を使用し、その支軸の下端部を下部支持体に設けた自在支持
部を介して回動自在に支持するとともに、他側を上部支持体に設けた自在支持部を移動可
能に貫通させて上方へ突出させ、前記自在支持部おいて回動自在に支持した形態も可能で
ある。
【００１３】
【実施例】
　図１は本発明に係る第１実施例の設置状態を示した縦断面図である。図示のように、本
発明に係る免震装置１は、躯体側２に設置した座板３と基礎コンクリート等の地盤側４に
設置した座板５との間に設置される。本実施例では、免震装置１が、躯体側２に球面自在
軸受け等の自在支持部６を介してあらゆる方向に傾斜し得るように回動自在に支持した上
部支軸７と同様に地盤側４に自在支持部８を介して回動自在に支持した下部支軸９とを結
ぶ軸線に沿って 移動可能に設けた中間支持体１０と、この中間支持体１０の盤状部１
１の上面と躯体側２との間に配設した上部支持体１２と、中間支持体１０の盤状部１１の
下面と地盤側４との間に配設した下部支持体１３とから構成される場合を示した。図１は
躯体側２の特定点としての自在支持部６と地盤側４の特定点としての自在支持部８との間
に水平方向のズレがない平常状態における設置状態を示したものである。
【００１４】
本実施例では、前記中間支持体１０の盤状部１１の上下面に形成した上部支持面１４及び
下部支持面１５は、図示のようにその盤状部１１の中央部から放射状に凹状の曲面になる
ように形成した。また、中間支持体１０の中心部に形成した中央孔部１６に上部支軸７と
下部支軸９の自由端側を移動可能に遊嵌するように構成した。上部支持体１２及び下部支
持体１３は、有底の低い円筒状に形成し、それらの底部をそれぞれ座板３，５に対して植
込みボルトとナットを用いて固定した。それらの上部支持体１２及び下部支持体１３の筒
状部１７，１８の端部は、中間支持体１０の盤状部１１の上下面に形成した上部支持面１
４及び下部支持面１５に相対移動可能に接触させ、それらの接触を介して躯体側２の荷重
を上部支持体１２、中間支持体１０、下部支持体１３へ順次伝達して地盤側４によって支
持するように構成した。なお、上部支持体１２及び下部支持体１３の筒状部１７，１８の
端部は、上部支持面１４あるいは下部支持面１５との間の相対移動の円滑性のために円弧
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状断面が好適であるが、他の断面形状のものでもよい。さらに、その筒状部１７，１８の
端部に相対移動の円滑性を改善するための滑り材や鋼製ボールないし小さいベアリング等
を付設してもよいし、両支持面１４，１５を自己潤滑材料で構成したりメッキを施したり
してもよい。また、それらの接触部に潤滑油や防錆材を供給するようにしたり、摩擦低減
材を塗布したり、貼付したり、含浸させたりしてもよい。さらに、中間支持体１０の周囲
をジャバラ等の防塵用のカバー材により外部と遮断するようにしてもよい。
【００１５】
図２は前記第１実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。状態（Ａ）は、躯体側２
と地盤側４との間に水平方向のズレがない平常状態を示したものであり、図示のように、
上部支持体１２の筒状部１７の下端部が中間支持体１０の盤状部１１の上部支持面１４の
周辺部の円周上に線接触するとともに、下部支持体１３の筒状部１８の上端部が前記盤状
部１１の下部支持面１５の周辺部の円周上に線接触した状態で安定的に停止している。こ
の状態では、躯体側の荷重は、それらの円周上の線接触を介して上部支持体１２、中間支
持体１０、下部支持体１３へと順次伝達され、地盤側によって支持されている。
【００１６】
　しかして、地震等の外力が作用し、その水平方向成分により躯体側２と地盤側４との間
に水平方向の相対的な変位が生じると、状態（Ｂ）に示したように上部支軸７と下部支軸
９が中央孔部１６内を 移動しながら、自在支持部６，８を中心に回動して傾斜する。

この上部支軸７と下部支軸９の傾斜に伴って中間支持体１０も傾
斜し、上部支持体１２及び下部支持体１３の筒状部１７，１８の端部と中間支持体１０の
盤状部１１の上部支持面１４ないし下部支持面１５との接触部が移動して、躯体側２の荷
重を支持しながら地盤側４との相対的な変位を吸収することになる。そして、躯体側２と
地盤側４との間の相対的な変位が更に大きくなると、状態（Ｃ）に示したように、より大
きな傾斜状態に移行することになる。また、躯体側２と地盤側４との間の相対的な変位が
縮小すれば、逆に辿って傾斜角が縮小する方向に移行することになる。なお、上部支軸７
及び下部支軸９と中間支持体１０の中央孔部１６との案内支持関係を長く設定しておけば
、理論的には状態（Ｃ）から更に相対変位が増えた場合にも対応することができる。
【００１７】
なお、本実施例では、図示のように、状態（Ａ）から状態（Ｂ）、状態（Ｃ）へと移行し
ても、上部支持体１２の筒状部１７の下端部と上部支持面１４との接触部と、下部支持体
１３の筒状部１８の上端部と下部支持面１５との接触部の間の間隔Ｓａが常に一定になる
ように両支持面１４，１５の形状を設定した場合を示した。これにより、本実施例では、
自在支持部６は水平の軌道Ａを辿り、躯体側２と地盤側４との間の水平方向の相対移動距
離に関係なく、上部支持体１２の上面と下部支持体１３の下面との間の上下方向の間隔Ｓ
ｔ、すなわち躯体側２と地盤側４との間の支持間隔が常に一定になる。因みに、本実施例
の場合には、復帰機能を有していないことから、復帰手段を別に設ける必要がある。なお
、地震エネルギ等の外部エネルギは、主として上部支持体１２及び下部支持体１３の筒状
部１７，１８の端部と中間支持体１０の盤状部１１に形成した上部支持面１４ないし下部
支持面１５との接触部における摩擦により減衰されることになる。
【００１８】
図３は本発明に係る第２実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。なお、以下の説
明では、前記第１実施例と共通している構成部分には同じ符号を使用して説明する。本実
施例は、前記第１実施例に復帰機能を付加した点で特徴を有する。その復帰機能の付加の
ため、本実施例では、平常状態の状態（Ａ）から状態（Ｂ）、更に状態（Ｃ）へ移行する
につれて、自在支持部６が軌道Ｂで示したように徐々に上昇するように、中間支持体１９
の盤状部２０の上下面に形成した凹状曲面からなる上部支持面２１及び下部支持面２２の
具体的形状を設定した。すなわち、上部支持体１２の筒状部１７の下端部と上部支持面２
１との接触部と、下部支持体１３の筒状部１８の上端部と下部支持面２２との接触部の間
の間隔Ｓｂが、状態（Ａ）から状態（Ｂ）、更に状態（Ｃ）へ移行するにつれて徐々に増
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加するように、前記上部支持面２１及び下部支持面２２の具体的形状を設定した。これに
より、本実施例の場合には、状態（Ａ）から状態（Ｂ）、更に状態（Ｃ）へ移行するにつ
れて、上部支持体１２と共に躯体側２が徐々に上昇して位置のエネルギを蓄えることにな
る。したがって、位置のエネルギが減少する状態（Ａ）側への復帰機能が付加されること
になる。その具体的な復帰特性は、前記間隔Ｓｂの変化率の設定を介して調整することが
できる。
【００１９】
図４は本発明に係る第３実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。本実施例は、前
記第１実施例にトリガ機能を付加した点で特徴を有する。図示のように、本実施例では、
状態（Ａ）で示した平常状態において、上部支持体１２の筒状部１７の下端部が中間支持
体２３の盤状部２４の上面に形成した凹状曲面からなる上部支持面２５の周辺部に線接触
するとともに、下部支持体１３の筒状部１８の上端部が前記盤状部２４の下面に形成した
凹状曲面からなる下部支持面２６の周辺部に線接触した状態で安定的に停止している。図
５の部分拡大図で示したように、上部支持面２５及び下部支持面２６の周辺部には、トリ
ガ機能を奏する小さな平坦面からなるトリガ当接部２７，２８を形成している。なお、そ
れらのトリガ当接部２７，２８としては、当接状態の安定性や動作の円滑性の観点から平
坦面が適しているが、他の形状も可能である。因みに、本実施例では、躯体側２と地盤側
４との間の相対的移動の開始時にトリガ当接部２７，２８を介して躯体側２が上昇するよ
うに構成し、その躯体側２の上昇に伴う強力な対抗力よりトリガ機能を奏する場合を例示
したが、円周上の線接触による摩擦のみに基づく安定性を活用した、躯体側２の上昇を伴
わない形態によってもトリガ機能を奏することは可能である。また、中間支持体２３の中
央の支軸遊嵌部の下端部と下部支持体１３側の適宜部位との間及び／又は中間支持体２３
の中央の支軸遊嵌部の上端部と上部支持体１２側の適宜部位との間にスプリング等の適宜
の弾性手段を介在させて、トリガ当接部２７，２８に作用する荷重の度合を調整すること
によりトリガ機能を調整し得るように構成することも可能である。
【００２０】
しかして、本実施例において地震等の外力が作用した場合には、平常状態の状態（Ａ）か
ら状態（Ｂ）へ移行する際に、上部支持体１２の筒状部１７の下端部及び下部支持体１３
の筒状部１８の上端部と、中間支持体２３の盤状部２４の上下面に形成した上部支持面２
５及び下部支持面２６の周辺部に形成したトリガ当接部２７，２８との接触部の軌跡との
関係から、自在支持部６は軌道Ｃを辿ることから、状態（Ｂ）へ移行するには上部支持体
１２と共に躯体側２を持上げる必要がある。すなわち、平常状態の状態（Ａ）から状態（
Ｂ）への移動開始時に、その移動を抑制するかなり強力なトリガ機能が作用することにな
る。状態（Ｂ）に至った後は、前記第１実施例の場合と同様の動作過程を経て状態（Ｃ）
へ移行する。なお、以上では、第１実施例にトリガ機能を付加した場合を示したが、第２
実施例に適用することにより、復帰機能とトリガ機能を付加し得ることはいうまでもない
。
【００２１】
図６は本発明に係る第４実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。本実施例は、免
震装置としての動作範囲を規制する動作規制部を付加した点で特徴を有する。図示のよう
に、本実施例では、中間支持体２９の盤状部３０の上下面に形成した凹状曲面からなる上
部支持面３１及び下部支持面３２の中央部側に形成した係止段部３３，３４により動作範
囲を規制するように構成した。すなわち、地震等の外力が作用し、状態（Ａ）から状態（
Ｂ）を経て状態（Ｃ）の状態に至った場合には、上部支持体１２の筒状部１７の下端部及
び下部支持体１３の筒状部１８の上端部が係止段部３３，３４に係止して動作範囲を規制
する。
【００２２】
図７は本発明に係る第５実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。本実施例は、第
４実施例と同様に免震装置としての動作範囲を規制する動作規制部を付加した点で特徴を
有する。図示のように、本実施例では、中間支持体３５の盤状部３６の上下面に形成した
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凹状曲面からなる上部支持面３７及び下部支持面３８の中央部側に規制用傾斜部３９，４
０を設けて動作範囲を規制するように構成した。本実施例の場合には、地震等の外力が作
用し、状態（Ａ）から状態（Ｂ）を経て状態（Ｃ）の状態に至ると、上部支持体１２の筒
状部１７の下端部及び下部支持体１３の筒状部１８の上端部が前記規制用傾斜部３９，４
０に係合し、それ以後の上部支持体１２と下部支持体１３との相対移動には躯体側２の上
昇が伴うことになる。この躯体側２の上昇にはより大きな水平方向の外力が必要なことか
ら、逆に上部支持体１２と下部支持体１３との相対移動が抑制されて動作範囲が規制され
ることになる。なお、本実施例では動作範囲の規制手段として規制用傾斜部３９，４０を
採用しているので、前記係止段部３３，３４に比べて規制作用が緩やかである。
【００２３】
図８は本発明に係る第６実施例の要部を示した縦断面図である。本実施例の場合も、免震
装置としての動作範囲を規制する動作規制部を付加した点で特徴を有する。図示のように
、本実施例では、躯体側２に回動自在に支持された上部支軸７と地盤側４に回動自在に支
持された下部支軸９との間をワイヤ４１等によって連結することにより、それらの上部支
軸７と下部支軸９との間の相対移動を所定の範囲に制限するという技術手段を採用した。
すなわち、図示のようにワイヤ４１が張った時点で、免震装置としての動作が規制される
ことになる。なお、以上の第４実施例から第６実施例の動作規制手段を複数採用して同時
に設置することも可能である。
【００２４】
図９は本発明に係る第７実施例の要部を示した縦断面図である。本実施例は、躯体側２に
回動自在に支持された上部支軸７と地盤側４に回動自在に支持された下部支軸９との間に
、それらの上部支軸７と下部支軸９との間の相対移動を抑制する手段を付加した点で特徴
を有する。図示のように、本実施例では、上部支軸７と下部支軸９との間の相対移動を抑
制する手段として、それらの上部支軸７と下部支軸９との間をゴム等の弾性材などからな
る減衰機能を有する伸縮材４２を用いて連結するという技術手段を採用した。しかして、
地震等の外力が作用して状態（Ａ）から状態（Ｂ）に移行する場合には伸縮材４２の伸長
を伴うことから、その伸縮材４２に適度の初期張力を付加してトリガ機能を付加したり、
復帰特性や減衰特性を向上したりすることが可能である。
【００２５】
図１０は本発明に係る第８実施例の要部を示した縦断面図である。本実施例は、躯体側２
に回動自在に支持された上部支軸４３と地盤側４に回動自在に支持された下部支軸４４と
の間に、それらの相対移動を抑制する手段を付加した点で特徴を有する。図示のように、
本実施例では、上部支軸４３と下部支軸４４との間の相対移動を抑制する手段として、そ
れらの上部支軸４３と下部支軸４４との間に油圧ダンパないし空圧ダンパからなる従来の
流体圧ダンパ手段を組込み、例えば上部支軸４３内に設置する図示しない絞り部を流通す
る際の流体抵抗により減衰機能を付加するというダンパ技術を採用した。しかして、地震
等の外力が作用した場合には、上部支軸４３と下部支軸４４が傾斜して、それらの間に相
対的な移動が生じることになるが、その際には前記流体圧ダンパ手段の減衰機能が作用す
る。したがって、その流体圧ダンパ手段の減衰特性を適当に調整することにより、免震装
置としてのトリガ機能や減衰機能を付加することができる。さらに、上部支軸４３と下部
支軸４４との自由端側の嵌合部をテーパ状の外面と内面に形成して注油した状態で遊嵌す
ることにより、その間の相対移動を抑制したり、移動範囲を規制したりすることも可能で
ある。なお、図中４５は防塵機能を有する軸受部である。
【００２６】
図１１は本発明に係る第９実施例の要部を示した縦断面図である。本実施例は前記第１実
施例の変形例である。本実施例に係る免震装置４６は、中間支持体４７を移動可能に貫通
支持する支軸として１本からなる長尺の支軸４８を使用した点に特徴がある。支軸４８の
下端部は、下部支持体４９に設けた球面自在軸受け等の自在支持部５０を介してあらゆる
方向に傾斜し得るように回動自在に支持している。また、支軸４８の他側は、上部支持体
５１に設けた自在支持部５２を移動可能に貫通して上方に突出した状態にあり、前記自在
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支持部５２おいて回動自在に支持されている。そして、自在支持部５２から突出した支軸
４８の上部は、上部支持体５１に形成した開口部５３、上部座板５４に形成した開口部５
５及び躯体側２に形成した開口部５６を介して上方に延びた状態に設置される。因みに、
本実施例に係る免震装置４６の地震時における免震動作に関しては、前記第１実施例と基
本的に異なるところはなく、同様の挙動を示す。
【００２７】
図１２は本発明に係る第１０実施例の要部を示した縦断面図であり、図１３はその要部の
挙動を示した動作説明図である。本実施例に係る免震装置は、上述の各実施例が上部支持
体１２及び下部支持体１３を共に中間支持体の盤状部の上下面に形成した上部支持面ある
いは下部支持面に相対移動可能に接触させた形態を採用しているのに対して、下部支持体
のみを中間支持体の盤状部の下部支持面に対して相対移動可能に接触させる形態を採用し
た点で大きな特徴を有する。図１２に示したように、本実施例に係る免震装置５７は、躯
体側２に設置した座板３に固定される上板５８と該上板５８に固着された支軸体５９とそ
の先端部に設置された球状部６０からなる上部支持体６１と、前記球状部６０に対してあ
らゆる方向に傾斜し得るように回動自在に嵌合する嵌合凹部６２を有し、盤状部６３の下
面を放射方向に凹状の曲面に形成して下部支持面６４を形成するとともに、中心部に中央
孔６５を形成した中間支持体６６と、有底筒状からなり、底部６７を介して基礎コンクリ
ート等の地盤側４に設置した座板５に固着されるとともに、その底部６７の上面中央部に
、前記中間支持体６６の中央孔６５に相対移動可能に挿入される下部支軸６８の下端部を
球面自在軸受け等の自在支持部６９を介してあらゆる方向に傾斜し得るように回動自在に
支持し、筒状部７０の上端部を前記中間支持体６６の盤状部６３の下面に形成した下部支
持面６４に相対移動可能に接触させた下部支持体７１とから構成した。なお、前記支軸体
５９に関しては、上方がより大径からなるテーパ状等に形成することも可能である。さら
に、本実施例では、前記球状部６０の下部に円錐状の嵌合凹部７２を形成するとともに、
下部支軸６８の先端部にその嵌合凹部７２に嵌合し得る円錐状の嵌合凸部７３を形成し、
平常の設置状態において、それらの嵌合凹部７２と嵌合凸部７３とを嵌合させることによ
り、トリガ機能を付加するように構成している。
【００２８】
しかして、地震等の外力が作用した場合には、図１３に示したように、状態（Ａ）で示し
た平常の設置状態から、上部支持体６１と下部支持体７１との相対変位量に応じて、状態
（Ｂ）、状態（Ｃ）へと移行することになる。状態（Ａ）から状態（Ｂ）への移行の際に
は、前記球状部６０の下部に形成した嵌合凹部７２と下部支軸６８の先端部に形成した嵌
合凸部７３を嵌合状態から脱出させる必要があるため、これがトリガ手段として機能する
。しかる後は、下部支持体７１の筒状部７０の上端部が中間支持体６６の盤状部６３の下
面に形成した凹状曲面からなる下部支持面６４と接触しながら相対移動することにより、
前述の実施例と同様に、躯体側２と地盤側４との間の絶縁機能を奏することになる。因み
に、本実施例の場合には、上部支持体６１が中間支持体６６と一体的に動作するため、吸
収し得る水平方向の相対変位量は、前述の実施例の半分になる。なお、図１３に示した実
施例においては、水平方向の相対変位に対して上板５８の上面と下部支持体７１の底部６
７の下面との間の間隔が一定の復帰機能を有しない場合を例示したが、前述の実施例の場
合と同様に、中間支持体６６の盤状部６３の下面に形成する凹状曲面からなる下部支持面
６４の具体的形状に関する設定の仕方により、水平方向の相対変位に応じて上板５８の上
面と下部支持体７１の底部６７の下面との間の間隔が増えるように設定することにより、
復帰機能を付加することも可能である。その他、前述の各実施例で説明した技術手段は、
必要に応じて本実施例に適用することも可能である。
【００２９】
　次に、図１４～図１８を用いて他の形態の実施例に関して説明する。図１４は本発明に
係る第１１実施例の要部を示した縦断面図である。図示のように、本発明に係る免震装置
７４は、前述の各実施例と同様に、躯体側２に設置した座板３と基礎コンクリート等の地
盤側４に設置した座板５との間に設置される。本実施例では、座板３を挟んで躯体側２に
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固定した上部支持体７５の下面周辺部に上部支持面７６を形成するとともに、下面中央部
に球面自在軸受け等からなる自在支持部７７を配設し、その自在支持部７７を介して上部
支軸７８をあらゆる方向に傾斜し得るように回動自在に支持した。また、座板５を挟んで
地盤側４に固定した下部支持体７９の上面周辺部に下部支持面８０を形成するとともに、
上面中央部に球面自在軸受け等からなる自在支持部８１を配設し、その自在支持部８１を
介して上部支軸８２をあらゆる方向に傾斜し得るように回動自在に支持した。図示のよう
に、それらの上部支持体７５と下部支持体７９との間には、中間支持体８３が配設される
。この中間支持体８３は、中央に位置する支軸嵌合部８４と、周辺部に位置する筒状部８
５と、それらの支軸嵌合部８４と筒状部８５とを連結する連結板部８６とから構成される
。前記上部支軸７８と下部支軸８２は、支軸嵌合部８４に形成した中央孔部８７に上下か
ら遊嵌され、中間支持体８３を自在支持部７７，８１を結ぶ軸線に沿って 移動可能に
支持する。また、中間支持体８３の筒状部８５は、その上端部を上部支持体７５の下面周
辺部に形成した上部支持面７６に当接するとともに、下端部を下部支持体７９の上面周辺
部に形成した下部支持面８０に当接するとにより、上部支持体７５に作用する躯体側２の
荷重を下部支持体７９を介して地盤側４に伝達するように構成されている。なお、前述の
ように、前記上部支軸７８ないし下部支軸８２と中央孔部８７との嵌合状態に関しては、
軸線方向の移動のみを許容し、相対的な回転は阻止するように構成してもよい。
【００３０】
図１５は中間支持体に関する実施例を示した横断面図である。図中、実施例Ａとして示し
た形状は、図１４に示した第１１実施例に使用した中間支持体８３のＡ－Ａ断面を示した
ものである。図示のように、この中間支持体の横断面形状に関しては、実施例Ｂ～Ｅに例
示したように、支軸嵌合部８４と筒状部８５とを、前記連結板部８６に替えて、適宜数の
連結片部８８にて連結するように構成することにより、それらの連結片部８８相互間に空
間部８９を形成し、材料の削減や軽量化を図ることも可能である。
【００３１】
図１６は前記第１１実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。状態（Ａ）は、躯体
側２と地盤側４との間に水平方向のズレがない平常状態を示したものである。図示のよう
に、中間支持体８３の筒状部８５の上端部及び下端部が上部支持体７５に形成した上部支
持面７６及び下部支持体７９に形成した下部支持面８０に対してそれぞれ円周上に線接触
した状態にあり、安定的に停止している。この状態では、躯体側２の荷重は、それらの円
周上の線接触を介して上部支持体７５、中間支持体８３、下部支持体７９へと順次伝達さ
れ、地盤側４によって支持されている。
【００３２】
　しかして、地震等の外力が作用し、その水平方向成分により躯体側２と地盤側４との間
に水平方向の相対的な変位が生じると、状態（Ｂ）に示したように上部支軸７８と下部支
軸８２が中間支持体８３の支軸嵌合部８４に形成した中央孔部８７内を 移動しながら
、自在支持部７７，８１を中心に回動して傾斜する。

こ
の上部支軸７８と下部支軸８２の傾斜に伴って中間支持体８３も傾斜し、上部支持体７５
及び下部支持体７９の支持面７６，８０と中間支持体８３の筒状部８５の上下端部との接
触部が移動して、躯体側２の荷重を支持しながら地盤側４との相対的な変位を吸収するこ
とになる。そして、躯体側２と地盤側４との間の相対的な変位が更に大きくなると、状態
（Ｃ）に示したように、より大きな傾斜状態に移行することになる。また、躯体側２と地
盤側４との間の相対的な変位が縮小すれば、逆に辿って傾斜角が縮小する方向に移行する
ことになる。
【００３３】
なお、本実施例では、図示のように、状態（Ａ）から状態（Ｂ）、状態（Ｃ）へと移行し
ても、中間支持体８３の筒状部８５の上端部と上部支持体７５に形成した上部支持面７６
との接触部と、中間支持体８３の筒状部８５の下端部と下部支持体７９に形成した下部支
持面８０との接触部との間の間隔が常に一定になるように両支持面７６，８０の形状を設
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定した場合を示した。これにより、本実施例では、躯体側２と地盤側４との間の水平方向
の相対移動距離に関係なく、上部支持体７５の上面と下部支持体７９の下面との間の上下
方向の間隔、すなわち躯体側２と地盤側４との間の支持間隔が常に一定に保持されること
になる。なお、本実施例の場合には、復帰機能を有していないことから、復帰手段を別に
設ける必要がある。因みに、前述の実施例の場合と同様に、上部支持体７５及び下部支持
体７９に形成する支持面７６，８０の形状を変え、躯体側２と地盤側４との間の水平方向
の相対変位に応じて、上部支持体７５の上面と下部支持体７９の下面との間の上下方向の
間隔が増大するように設定すれば、復帰機能を付加することも可能である。
【００３４】
図１７は本発明に係る第１２実施例の要部を示した縦断面図である。本実施例は前記第１
１実施例の変形例である。本実施例に係る免震装置９０は、中間支持体９１を移動可能に
貫通支持する支軸として１本からなる長尺の支軸９２を使用した点に特徴がある。支軸９
２の下端部は、下部支持体９３に設けた球面自在軸受け等の自在支持部９４を介してあら
ゆる方向に傾斜し得るように回動自在に支持している。また、支軸９２の他側は、上部支
持体９５に設けた自在支持部９６を移動可能に貫通して上方に突出した状態にあり、前記
自在支持部９６おいて回動自在に支持されている。そして、自在支持部９６から突出した
支軸９２の上部は、上部支持体９５に形成した開口部９７、上部座板９８に形成した開口
部９９及び躯体側２に形成した開口部１００を介して上方に延びた状態に設置される。
【００３５】
　図１８は前記第１２実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。図示のように、本
実施例に係る免震装置９０の地震時における免震動作に関しては、前記第１１実施例と基
本的に異なるところはなく、同様の挙動を示す。すなわち、状態（Ａ）に示した躯体側２
と地盤側４との間に水平方向のズレがない平常状態において、地震等の外力が作用してそ
の水平方向成分により躯体側２と地盤側４との間に水平方向の相対的な変位が生じると、
状態（Ｂ）に示したように１本の長尺の支軸９２が中間支持体９１の支軸嵌合部１０１に
形成した中央孔部１０２内を 移動しながら、下部支持体９３側に配設した下方の自在
支持部９４を中心に回動して傾斜する。

この支軸９２の傾斜に伴って中間支
持体９１も傾斜し、その筒状部１０３の上端部と上部支持体９５に形成した上部支持面１
０４との接触部及び筒状部１０３の下端部と下部支持体９３に形成した下部支持面１０５
との接触部が移動して、躯体側２の荷重を支持しながら地盤側４との相対的な変位を吸収
することになる。そして、躯体側２と地盤側４との間の相対的な変位が更に大きくなると
、状態（Ｃ）に示したように、より大きな傾斜状態に移行することになる。また、躯体側
２と地盤側４との間の相対的な変位が縮小すれば、逆に辿って傾斜角が縮小する方向に移
行することになる。
【００３６】
【発明の効果】
本発明によれば、次の効果を得ることができる。
（１）免震装置としての大きさの割に躯体側と地盤側との間の大きな相対的変位に対応す
ることができ、大きな振幅に対する絶縁機能を得ることが可能である。
（２）中間支持体や上部支持体あるいは下部支持体に形成する支持面に関する具体的形状
の設定の仕方により、復帰機能の有無や、その復帰特性を調整したり、更にはトリガ機能
や動作範囲の規制も可能であり、設定の自由度がきわめて大きい。
（３）支軸として上部支軸と下部支軸の組合せを採用する場合には、それらの先端部間を
ゴム等の弾性材等からなる伸縮材にて連結し、適度の初期張力を付加してトリガ機能を付
加したり、復帰特性や減衰特性を向上することも可能である。
（４）また、上部支軸と下部支軸の先端部間に流体圧ダンパ手段を組込み、その減衰特性
を調整することにより、免震装置としてのトリガ機能や減衰機能を付加することも可能で
ある。
（５）また、上部支軸と下部支軸の先端部間をワイヤ等で連結することにより、免震装置
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としての動作範囲を規制することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る第１実施例の設置状態を示した縦断面図である。
【図２】　同第１実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【図３】　第２実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【図４】　第３実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【図５】　同第３実施例の部分拡大図である。
【図６】　第４実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【図７】　第５実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【図８】　第６実施例の要部を示した縦断面図である。
【図９】　第７実施例の要部を示した縦断面図である。
【図１０】　第８実施例の要部を示した縦断面図である。
【図１１】　第９実施例の要部を示した縦断面図である。
【図１２】　第１０実施例の要部を示した縦断面図である。
【図１３】　同第１０実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【図１４】　第１１実施例の要部を示した縦断面図である。
【図１５】　中間支持体に関する実施例を示した横断面図である。
【図１６】　同第１１実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【図１７】　第１２実施例の要部を示した縦断面図である。
【図１８】　第１２実施例の要部の挙動を示した動作説明図である。
【符号の説明】
１…免震装置、２…躯体側、３…座板、４…地盤側、５…座板、６…自在支持部、７…上
部支軸、８…自在支持部、９…下部支軸、１０…中間支持体、１１…盤状部、１２…上部
支持体、１３…下部支持体、１４…上部支持面、１５…下部支持面、１６…中央孔部、１
７，１８…筒状部、１９…中間支持体、２０…盤状部、２１…上部支持面、２２…下部支
持面、２３…中間支持体、２４…盤状部、２５…上部支持面、２６…下部支持面、２７，
２８…トリガ当接部、２９…中間支持体、３０…盤状部、３１…上部支持面、３２…下部
支持面、３３，３４…係止段部、３５…中間支持体、３６…盤状部、３７…上部支持面、
３８…下部支持面、３９，４０…規制用傾斜部、４１…ワイヤ、４２…伸縮材、４３…上
部支軸、４４…下部支軸、４５…軸受部、４６…免震装置、４７…中間支持体、４８…支
軸、４９…下部支持体、５０…自在支持部、５１…上部支持体、５２…自在支持部、５３
…開口部、５４…上部座板、５５，５６…開口部、５７…免震装置、５８…上板、５９…
支軸体、６０…球状部、６１…上部支持体、６２…嵌合凹部、６３…盤状部、６４…下部
支持面、６５…中央孔、６６…中間支持体、６７…底部、６８…下部支軸、６９…自在支
持部、７０…筒状部、７１…下部支持体、７２…嵌合凹部、７３…嵌合凸部、７４…免震
装置、７５…上部支持体、７６…上部支持面、７７…自在支持部、７８…上部支軸、７９
…下部支持体、８０…下部支持面、８１…自在支持部、８２…下部支軸、８３…中間支持
体、８４…支軸嵌合部、８５…筒状部、８６…連結板部、８７…中央孔部、８８…連結片
部、８９…空間部、９０…免震装置、９１…中間支持体、９２…支軸、９３…下部支持体
、９４…自在支持部、９５…上部支持体、９６…自在支持部、９７…開口部、９８…上部
座板、９９，１００…開口部、１０１…支軸嵌合部、１０２…中央孔部、１０３…筒状部
、１０４…上部支持面、１０５…下部支持面
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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